
薬事 ・食品衛生審議会総会

平成 23年 1月 24日

厚  生  労  働  省

専用第 18～ 20会 議室

午 後 3時 か ら

議    翼羹声「    次    第

1. 開   会     1

2. 医 薬食品局長挨拶

3: 委 員紹介           ｀

4. 薬 事 口食品衛生審議会会長及び会長代理の選出

5. 薬 事 口食品衛、生審議会会長の挨拶  |

――薬事分科会及び食品衛生分科会の開催により中断 ――

6.各 分科会長および部会長の報告     |

フ. そ の他

8.閉  会
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総   会   (専 用第18～ 20会 議室)17階

①会長及び会長代理の選出

15:30

薬事分科会 (専 用第18～ 20会 議室)17階 1食品衛生分科会(専用第22会議室)18階

①分科会長及び分科会長代理の選出

②委員の所属部会について

薬事・食品衛生審議会総会等の流れ

15:00

①分科会長及び分科会長代理の選出

②委員の所属部会について

↓

15:55メド |

各部会  (専 用第21会 議室)17階 各部会  (共 用第9会議室)19階

①部会長の互選 ①部会長の互選

↓

16:05メド

薬事分科会 (専 用第18～ 20会 議室)17階 1食品衛生分科会(専用第22会議室)18階

①各部会長の氏名報告 ①各部会長の氏名報告

↓   `

(専用第18～20会議室)17階

①薬事分科会長及び薬事分科会長代理の氏名報告

②食品衛生分科会長及び食品衛生分科会長代理の氏名報告

③各部会長の氏名報告  ‐

16:10メト
・



薬事・食品衛生審議会 総会資料

(平成23年 1月24日 )

1薬 事・食品衛生審議会委員名簿

2薬 事・食品衛生審議会関係法令

3薬 事口食品衛生審議会規程
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薬事"食品衛生審議会 委員名簿(総会)

らヽりがな 現  職
所属

分科会

明 石 博 臣

阿 南  久

飯 島 正 文

五 十 嵐 隆

井 部 俊 子

大澤 真木 子

大 野 泰 雄

大 前 和 幸

小 幡 純 子

笠 貫  宏

春 日 雅 人

岸  玲  子

木 津 純 子

黒木 由美子

宗 林 さお り

高・橋 孝 喜

土 屋 文 人

寺 :本 民 生

中 川 俊 男

西 島 正 弘

橋 田  充

松  井
1陽

毛 利 資 郎

あかし ひろおみ

あなん ひさ

いいじま まさら、み

いがらし たかし

いべ としこ  :

おおさわ まきこ

おおの やすお

おおまえ かずゆき

おばた じゆんこ

かさぬき ひろし

かすが まきと
・

きし れいこ

きづ じゆんこ

くろき ゆみこ

そうりん さおり

たかはじ こうき

つちや ら、みと

てらもと たみお

なががわ としお

にしじま まさひろ

はしだ みつる

まつぃ あきら

もうり しろう

国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科教授

全国消費者団体連絡会事務局長

昭和大学病院病院長、昭和大学医学部皮膚科学主任教授

国立大学法人東京大学大学院医学系研究科小児医学講座教
授 ´ `        ｀     : |

聖路加看護大学長             '  .

東京女子医科大学医学部長

国立医薬品食品衛生研究所副所長

慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授

上智大学法科大学院長     | :

早稲田大学理平学術眸拳授

独立行政法人国立国際医療研究センター研究所長

北海道大学環境健康科学研究教育センター長・特任教授  t

慶應義塾大学薬学部教授

日本中毒情報センタニつくば中毒110番 施設長

独立行政法人国民生活センタ■商品テスト部調査役

国立大学法人東京大学医学部附属病院輸血部教授・輸血部長

(社)日本薬剤師会副会長

帝京大学医学部長           ‐

(社)日本医師会副会長   ‐       `

国立医薬品食品衛生研究所長

国立大学法人京都大学大学院薬学研究科教授

国立成育医療研究センタニ病院長

独立1政 法人 農葉 ・食島産業技術総合研究機構動物衛生研
究所プリオン病研究センタT長

薬事

食品

:薬事

薬事

薬事

食品

薬事
食品

食品

薬事

薬事

食品

食品

薬事

薬事

薬事

薬事

薬事

食品

薬事
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職現氏 名 も、りがな

望 月 正

望 月 員

山 内 明

山 本 茂

吉 田 茂

若 林 敬

渡 邊 治

もちづき まさたか

もちづき まゆみ

やまうち あきこ

やまもと しげき

よしだ しげあき

わかばやし けいじ

わたなべ はるお

隆

弓

子

貴

昭

二

雄

東京理科大学薬学部教授
｀

慶應義塾大学薬学部医薬品情報学教授

日本生活協同組合連合会執行役員組織推進本部本部長

国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長

青森県立中央病院長

静岡県立大学食品栄養科学部客員教授

国立感染症研究所長

薬事

薬事

食品

食品

薬事

食品

1 食 品

(計30名,氏 名五十音順)
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厚生労働省設置法(抜粋)

｀
 平 成11年7月16日法律第97号

(薬事・食品衛生審議会)                        i
第十一

条 薬事・食品衛生審議会は、薬事法(昭和35年法律第145号 )、独立行政法人

医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号 )、毒物及びEll物取締法(昭和
25年 法律第303号 )、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年

法律第16o号 )、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第
112号 )及び食品衛生法(昭和22年法律第233号 )の規定によりその権限に属させられ
た事項を処理する。            .

2 前 項に定めるもののほかt薬事・食品衛生審議会の組織、所掌事務及び委員その他の
職員その他薬事・食1品衛生審議会に関し必要な事項については、政令で定ある:

薬事“食品衛生審議会令

,                    平 成12年6月7日政令第286号 :

内閣はt厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第十一条第二項の規定に基づき、
この政令を制定する。一     ヽ                .

(所掌事務)
第下条 薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第十一条
第一項|1規定するもののほか、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和
48年法律第117号)、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49
つ 、資源の有効な利用の促進に関する

摩繁 ご畠霞
拳 第411

分別収集及び再商品化の促進等に関する

1物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律
第86号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する6 .   ′

(組織)   |       ‐
第二条 審議会|ょ、委員三十人以内で組織する。            :   .|
2 審 議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことが
できる。|           :   一

3 審 議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことが
できる。   1                  、

(委員の任命).                           : ‐
第二条:委員及び臨時委員はt学識経験のある者めうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 専 門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちからt厚生労働大臣が

任命する。
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(委員の任期等)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間
とするも

2 委 員は、再任されることができる。
3 臨 時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき

はて解任されるものとする。
4 専 門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときはt

解任されるものとする。
5 委 員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。               1

(会長) , |

第五条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。     |   :
2 会 長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会 長に事故があるときはtあらかじめその指名する委員が、その職務を代理する:

(分科会)   |
第六条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、
1審

議会の所掌事務のうち、それぞれ向表の下欄に掲げるとおりとする=

名
‐
称 所 掌 事 務

薬事分科会 一 毒物及びEll物取締法(日召和25年法律第303号)、安全な
血液製斉」の安定供給め確保等に関する法律(昭和31年法律
第160号)t薬事法(昭和35年法律第145号)、有害物質を

含有する家庭用品の規制に関する法律(日曹和48年法律第
112号 )及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
(平成14年法律第192号 )の規定により審議会の権限に

属させられた事項を処理すること。
二 化学430質の審査及び製造等の規制に関する法律tエネルギ

■の使用の合理化|「関する法律、資源の有効な利用の促進
に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促
進等に関する法律及び特定化学物質の環境べの排出量の把
握等及び管理の改善の促進に関する法律の規定に基づき審:

議会の権限に属させられた事項を処理すること。

食品衛生分科会 食品衛生法(昭和22年 法律第233号 )の規定により審議会の

権限に属させられた事項を処理すること。

2 前 項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員t臨 時委員及び専門委
'員

は、厚生

労働大臣が指名する。  ・
|

3i 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。     ‐
4 分 科会長は、当該分科会め事務を掌理する。
5 分 科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員文は臨時委員のうちから分科
会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。     |

6 審 議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることが
できる。
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(部会)        `  :

第七条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部 会に属すべき委員t臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会に

あつては、分科会長)が指名する:
3 部 会に部会長を置きt当該部会に属する委員の互選により選任する。 1

4 部 会長は、当該部会の事務を掌理する: |      |
5 部 会長に事故があるときはt当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長が

あらかじめ指名する者力ヽ その職務を代理する。  |
6 審 議会(分科会に置かれる部会にあつては、分科会。以下この項において同じ。)は、

その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

| (幹 事)

第八条 審議会に、幹事を置く。
2 幹 事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3:幹 事は、審議会の所掌事務につし)て、委員を補佐する。
4 幹 事は、非常勤とする。ヽ        =

(議事)   :    :              、
.第 九条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会
:  議 を開き、議決することができない。                .

2 審 議会の議事は、1委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半

数で決して苛杏同薮めときは、会長の決するところによる。     ´
3 前 二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

(資料の提出等の要求)  1.  1                1‐
第十条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときはt関係行政機

関の長に対しヾ 資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)     .   :
第十す条 審議会め庶務は、厚生労働省医薬食品局総務課において総括し、及び処理す. :る

。ただし、食品衛生分科会に係るものについては、厚生労働省医薬食品局食品安全部

:企 画情報課におぃて処理する。     |

,(雑則):                    i

第十二条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事

項は、会長が審議会に諮つて定める。     |        '

附 興l
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号 )の施行の日(平成

13年1月6日)から施行する。    |

附 則(平成13年3月22日政令第56号)抄                ｀

(施行期日).
1 第一条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年4月23日政令第213号 )｀              t
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1 こ の政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則
第丁条第二号に掲げる規定の施行の日(平成15年7月30日)から施行する。

附:貝1(平成15年6月25日政令第275号)抄
(施行期日):          :

第‐条 この政令は、平成15年7月1日から施行する。              :

附 則(平成16年3月26日政令第83号)抄
(施行期白)   1   1   1         1      ‐ |

第一条 「の政令は(平成16年4月1日から施行する。

附 則J(平成18年11月27白政令第365号)抄    |
(施行期日)

第一条 この政令は、容器包装に係る分房」収集及び再商品化の促進等に関する法律の■
←
 部 を改正する法律(平成18年法律第76号)の施行の日(平成19年4月1日)から施
'行する。    ‐           1
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薬事"食品衛生審議会規程

(通貝J)

第1条 薬事:食品衛生審議会(以下「審議会」という。)の付議t分科会の議決t議事録の

作成等については、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号。以下「設置法」という。)

第11条 及び薬事:食品衛生蕃議会令(平成1.2年政令第286号 。以下「審議会令」と

ぃう。)に定めるもののほかtこの規程の定めるところによる:         |

(付議)               :

第2条 会長は、厚生労働大臣又は農林水産大臣の諮問を受けた場合は、当該諮問事項
を所掌する分科会に付議することができる。 |

(分科会の議決)   ,1    1

第3条 次の各号に掲げる場合に|ま、当該分科会の議決をもつて審議会の議決とする:
一` 当該分科会に置かれる部会の決定事項をそのまま議決したとき: i
二 当該分科会に置かれる部会の決定事項についてて出席者の3分の2以上の多数を

もって、それと異なる議決をしたときょ
三 当該分科会に置かれる部会の決定事項について、それと異なる議決をした場合に

おしヽて、当該部会がこれl_同意したとき。

2 分 科会にぉいて、前項に規定する議決をしたときは、分科会長はすみやかにその決定

事項を会長に報告しなければならない:            ‐

(議事録)   ・       .                :

第4条 審議会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成するも

_とする。              :
二

会議の日時及び場所              、     |
二 出席した委員く臨時委員の氏名、委員総数並びに関係行政機関の職員の氏名及びl

l      l

所属庁名
.

三 議題となった事項  .

四 審議経過           .:五
決議  |              :

(雑卿1)

第5条 この規程に定めるもののほか、分科会の議事運営に関し必要な事項は、分科会長
が当該分科会に諮って定める̀                    :

附 則      |

(施行期日)     |                    .
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第1条 この規程は、平成13年 1月23日 から施行する。′

(経過措置)  .

第2条 1日中央薬事審議会又は旧食品衛生調査会(以下「1日中薬審等」いう。)に対して
諮問が行われ、現に審議中のもめにもぃては、この規程の施行後|よ、審議会に対して
諮問が行われたものと見なす。

2 1白中央薬事審議会に対して諮問が行われたもめにあっては薬事分科会に、旧食品衛:生
調査会に対して諮間が行われたもめにあっては食品衛生分科会にtl自中薬審等に

置かれる部会等に付議が行われたものにあつては相当する部会等に付議が行われたもの

と見なす。                          |    .、

3 旧 中薬審等に置かれる部会等において議決がなされた事項は、相当する部会等にお

て議決がなされたものと見なす。
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